
 

特別区職員研修所研修受託要綱 

 

（昭和５９年３月２６日 ５８特人研第１３５６号） 

改正 平成 ７年３月３１日 ６特研管第 ８１１号 

平成１２年３月２８日１１特研管第 ６０６号 

平成１８年４月１０日１８特研管第  ３６号 

平成１９年３月１５日１８特研管第１０５２号 

平成２２年３月３１日２１特研管第 ４９３号 

平成２４年３月 ５日２３特研管第 ７０１号 

平成２９年３月１７日２８特研管第 ８４１号 

平成３１年４月２５日３１特研管第 １４３号 

令和 元年６月１４日３１特研管第 ２７１号 

令和元年１０月２８日３１特研管第 ５８２号 

令和 ２年２月２８日３１特研管第 ７６５号 

令和 ６年３月 ７日 ５特研管第 ７８７号 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、特別区職員研修規則（昭

和５０年特別区人事・厚生事務組合規則第１

５号。以下「規則｣という。）第１４条の規定

に基づき、規則第１３条に規定する研修の受

託に関し、その基準、経費の負担その他必要

な事項を定めるものとする。 

（受託団体の範囲） 

第２条 規則第１３条第３項の規定により、そ

の職員を共同研修に参加させることができる

団体は、次のとおりとする。 

(1) 特別区の事務事業に特に密接な関係を

有する公共団体及び公共的団体 

 (2) 東京都 

 (3) 都内の市町村 

(4) 前３号に掲げる団体以外の団体で特別

区職員研修所長（以下「研修所長」という。）

が特に認めるもの 

（参加研修の範囲等） 

第３条 規則第１３条第３項の規定により、委

託に基づき参加させることのできる共同研修

は、規則第３条各号に掲げる共同研修とし、

当該研修のすべての科目を対象とする。ただ

し、法令等により受講が義務付けられている

研修等において、一部の科目を受講できなか

った受講者は、受講年度又はその翌年度の同

一の研修の当該科目のみに参加させることが

できる。 

（受託の手続） 

第４条 研修所長は、規則第１３条第１項又は

第３項の規定による研修の委託の申請があっ

たときは、当該申請をした一部事務組合又は

その他の団体（以下「申請団体」という。）に、

研修受託申請書（第１号様式）を提出させる

ものとする。 

２ 前項の申請は、当該研修の開始の日（以下

「研修開始日」という。）の１か月前までにし

なければならないものとする。ただし、研修

所長が特別の理由があると認めたときは、こ

の限りでない。 

３ 前２項の規定にかかわらず、研修所長が申

請団体との協議により特に必要があると認め

たときは、別の手続によることができるもの

とする。 

（受託の決定） 

第５条 委託による研修の参加の可否は、研修

所長が、当該研修の受講者数、申請団体の種

類等を総合的に判断して決定するものとする。 

２ 研修所長は、前項の規定により研修の受託

を決定したときは、速やかに研修受託書（第

２号様式）により申請団体に通知する。 

（経費） 

第６条 規則第１３条第２項又は第４項に規定

する経費（以下｢受託経費｣という。）の額は、

研修所長が、講師謝礼、テキスト等教材費、

職員人件費等当該研修の実施に要する費用及

び施設の維持管理に要する費用を勘案し、決

定するものとする。 

２ 受託経費の額は、前条第２項の研修受託書



 

に記載することにより申請団体に通知するも

のとする。 

３ 受託経費は、研修開始日の前日までに全額

を納付させるものとする。 

４ 既納の受託経費は、還付しないものとする。

ただし、天災等により研修が開催されなかっ

たときその他還付しないことが適当でないと

認められるときは、この限りでない。 

５ 第３条ただし書に基づく参加の受託経費は、

免除することができる。 

 

   付 則（平成7年3月 31日特研管第811号） 

この要綱は、平成７年４月１日から実施する。 

付 則（平成12年 3月 28日特研管第606号） 

この要綱は、平成１２年４月１日から実施する。 

付 則（平成18年 4月 10日特研管第36号） 

この要綱は、平成１８年４月１日以降に実施する

研修から適用する。 

付 則（平成19年 3月 15日特研管第1052号） 

この要綱は、平成１９年４月１日以降に実施する

研修から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成２２年４月１日以降に実施する

研修から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成２４年４月１日以降に実施する

研修から適用する。 

  附 則 

この要綱は、平成２９年４月１日以降に実施する

研修から適用する。 

  附 則 

この要綱は、令和元年５月１日以降に実施する研

修から適用する。 

  附 則 

この要綱は、令和元年６月２０日以降に実施する

研修から適用する。 

  附 則 

この要綱は、令和元年 1１月１日以降に実施する

研修から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日以降に実施する研

修から適用する。 

 


